
＜第1回 河川内樹木等のバイオマス利用促進セミナー＞
 2024年６月25日（火）15:00～17:00

河川付近のバイオマス利活用の
意義と留意点

一般社団法人 日本木質バイオマスエネルギー協会
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河川付近に発生する木質バイオマス（河川内樹木・ダム流木）

JWBA Proprietary 3

河川付近に発生する木質バイオマスの代表的なものは、河川内樹木やダム流木。

河川内樹木・・・河川区域に生育する樹木を指す。ハリエンジュ（ニセアカシア）や、ヤ

ナギ、 ハンノキ、ヤチダモなどの広葉樹が多い。

ダム流木・・・・・ダムで捕捉される流木を指す。ダム上流の植生に影響されるが、河

川内樹木にはないスギ・ヒノキなどの針葉樹が見られる。

河川内樹木、ダム流木の発生量は、年間９～30万ｔほど（直轄河川のみ）。

ダム流木河川内樹木

(赤の点線で囲まれている部位） 写真出典：国交省・関東地整HP

1．河川周辺バイオマス利用の意味
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河川内樹木、ダム流木の利用のメリット

・河川内樹木、ダム流木の有効利用は河川、ダムの維持管理コストの低減につながり、
地域の防災効果を高めることにも効果的。

引用:国土交通省淀川河川事務所ホームページ
https://www.kkr.mlit.go.jp/yodogawa/qa/qakasennoijikannri-batuboku.html

1．河川周辺バイオマス利用の意味
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クマ類の出没対応マニュアル
令和 3（2021）年 3 月 環境省自然環境局

５．人の生活圏への出没防止
（１）出没要因の洗い出し
②見通しの悪い環境

住宅や農地に接する山林や管理不足の耕作放
棄地等は、クマ類の移動ルートや隠れる場所にな
ります。
このような場所が見通しの悪い環境になって
いると、さらにクマ類が利用しやすくなり、人の
生活圏へのクマ類の出没を助長します。
見通しの悪い環境では突発的な人とクマ類の
遭遇も起きやすく、人身被害を誘発することから
注意が必要です。
また、河川敷や河畔林、段丘林、島状に分布す
る山林、都市部に突き出た緑地帯や森林なども
クマ類の移動ルートとなります。
山林から離れた都市部のような地域でも、これ
ら の環境を利用して人の生活圏に侵入すること
があります。

野生動物出没の温床となる可能性のある河川内樹木
1．河川周辺バイオマス利用の意味
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バイオマス利用は地球温暖化対策としても有効

廃 棄

カーボンニュートラル
（but嫌気発酵ではメタンが生成）

バイオマス利用

カーボンニュートラル
+化石燃料の消費代替（二酸化炭素排出削減）

９～30万ｔの河川内樹木、ダム流木のバイオマス利用により、
Ａ重油約1.9万～6.6万ｋℓの代替が可能

河川内樹木・ダム流木

1．河川周辺バイオマス利用の意味
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2．木質バイオマス需給を巡る状況

木質バイオマス発電導入容量の増加

・木質バイオマス発電の導入容量は「一般木質・農作物残さ」を中心に大幅に拡大。
・間伐材由来未利用材の発電導入容量が認定容量の約7割に達しているのに対し、
「一般木質・農作物残さ」は約5割の水準。今後も増加する見通し。
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資料：林野庁「木材需給表」

　 図　我が国における燃料材需要量の推移
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2．木質バイオマス需給を巡る状況

国内での燃料材需要量の増加

・FIT制度の導入以降、国内の燃料材需要量は大幅に拡大。
・燃料材需要は国内木材需要量の20%を超える状況。
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資料：林野庁「木材需給表」

図 木材生産量に占める燃料材比率の推移

燃料材 木材生産量 燃料材比率（右軸）

千㎥

2．木質バイオマス需給を巡る状況

国内木材生産量に占める燃料材比率の推移

・国内の木材生産量は、人工林資源の充実に伴い着実に増加し、令和4年に
45,000千㎥。
・燃料材生産量は木材生産量の伸びを上回って推移しており、令和4年では3割の水準。
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資料：農林水産省「木材需給報告書」、日本不動産研究所「山林素地及び立木価格調」

スギ立木1本から生産される燃料材のイメージ

2．木質バイオマス需給を巡る状況

注：価格は令和4年値

・燃料材は、立木伐採段階での林地残材、製材工場での残材、建築物廃材等が由来。
・林地残材は用材利用の過程で付属的に生産。
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2．木質バイオマス需給を巡る状況

燃料材の由来別発生量と利用量の推移

・製材工場等残材、建設発生木材は、
ほぼ全量が利用されている状況。

・林地残材の利用率は年々拡大している
ものの、未だ4割弱の水準。

・利用可能なのに利用できていない林地残材は
164万ｔ。
（生産性向上により更に125万ｔの余地）

図 林地残材の利用可能量（推計）

図 燃料材の由来別発生量と利用量の推移
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資料：農林水産省「バイオマス種類別の利用率等の推移」

資料：JWBA 「木質バイオマス燃料の安定供給システム構築に関する調査」
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我が国の用途別木材需要量と供給の内訳（令和4年）

2．木質バイオマス需給を巡る状況
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2．木質バイオマス需給を巡る状況

河川周辺木質バイオマス利用への期待

・燃料材需給については、国内の森林資源量が増加する中で、供給ポテンシャルはあるものの、
マテリアル需要の伸び悩みから、地域によっては燃料材供給がひっ迫する状況もみられるところ。

・こうした状況から河川周辺の木質バイオマス利用にも期待。

資料：JWBA「木質バイオマス燃料の需給動向調査（2023年度第3四半期速報値）」

図 木質バイオマス発電所における燃料調達見通し（地域別）
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河川内樹木

3．木質バイオマス燃料の特徴

➢ 薪のように斧など人力で生産可能なものから、動力源を用いて破砕・切削するチップ、
粉砕して圧縮成形と熱で固めるペレットやブリケットなど様々なものが存在。

➢ 木質バイオマスは原料による区分や形状による区分が存在。

木材バイオマス燃料の種類と区分
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河川維持管理で出てくる木材

✓ 土砂の付着により支障がある可能性があるものの、燃料材利用の可能性。
✓ 発電事業者、熱事業者、チップ加工事業者、河川国道事務所、工事事業者と情報交換し
ながら、土砂の付着を抑え、燃料材に適した品質を確保することが重要。

3．木質バイオマス燃料の特徴
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3．木質バイオマス燃料の特徴

河川内樹木の安定供給に向けた取組

・北海道開発局と北海道では、伐採木の安定供給に向けて、河川内樹木の伐採木の発生場所・量、
時期などの情報を集約し、一元的に発信する「木材バンク」を令和4年度に構築。
・今後、他の地域においても構築できるよう調整中。

資料：国土交通省北海道開発局HP

※北海道森林管理局においても、HP上で「林地未利用材発生予定情報」を発信しており、
河川内樹木の利用と合わせた効率的な燃料材ロットのまとまりを確保できる可能性。



燃料材利用における留意点（チップの種類）

JWBA Proprietary 17

全ての木質バイオマスが利用できるわけではない
✓ チップにも種類があり、加工可能な材や必要な利用施設の設備が異なる。

破砕チップ

✓ カッターミルによる破砕とハンマーミルによる
破砕の2種類存在。

✓ ハンマーミルは多少の土砂の付着にも対応可能

（土砂が付着すると摩耗は激しくなる）。

✓ 「ブリッジ」を起こすため、利用施設側に対応し

た搬送系が必要。

切削チップ

✓ 土砂などの異物によりカッターが破損する
ため、木材の選別が必要。

✓ ブリッジを形成しにくく、燃料供給トラブル

が少ない。

3．木質バイオマス燃料の特徴



木質燃料利用における留意点（発電所のタイプ）
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チップ加工事業者、または発電所に受入可能な材の品質を確認しておく必要

✓ 発電設備の炉には種類があり、ある程度の異物に対応できるもの（ストーカー炉など）

から、異物の対応が難しいもの（ガス化炉など）が存在。

✓ 出力規模の大きな発電所ほど燃料に求める品質の幅は広く、出力規模の小さい発電所
は燃料に品質が求められる傾向。

✓ 燃料の搬送系（スクリュ―、コンベアなど）により、対応可能なチップの種類も異なる。

チップ加工業者工事事業者 発電事業者

土砂が付着しないよう

に施工することが重要

チッパーのタイプにより、

受入可能な材が異なる

搬送系、出力規模、炉のタイ

プなどにより受入可能な

チップの品質が異なる

3．木質バイオマス燃料の特徴
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4．木質バイオマス発電利用の留意点

FIT/FIP制度における河川内樹木、ダム流木の区分

・FIT/FIP制度における売電価格（調達/基準価格）は燃料の由来により異なる。

・河川内樹木、ダム流木は由来証明書がある場合、一般木質バイオマスに該当。

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

1,000kW未満

24円 入札制 入札制 入札制 入札制 入札制 入札制 入札制 入札制

（＊） 20.6円 19.6円 19.6円 18.5円 18.0円 17.8円 事前非公表

1,000kW未満

建設資材廃

棄物

その他バイ

オマス

注：2022年度以降新規認定事業者（事業計画の変更を含む）は、ライフサイクルGHGの公表が義務化

地域活用要件

2000kW未満

地域活用要件

2000kW未満

10,000kW

未満

一
般
木
質

32円

40円

24円

そ
の
他

13円

17円

１kW当たり調達価格

調達区分

2,000kW

以上

間
伐
材
等
由
来

2,000kW

未満

10,000kW

以上

（⋇）２０１７年１０月～２０１８年３月の間、20,000ｋＷ以上は21円



これらの燃料材は間伐または森林経営計画等に基づいて生産されたものでしょうか？

それ以外の伐採により生産されたものでしょうか？

FIT/FIP制度における木材燃料の由来による買取価格区分
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4．木質バイオマス発電利用の留意点

見た目では分からない！



「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」（林野庁）
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FIT/FIP制度上の木質バイオマスは、由来により電気の買取価格が異なる。

しかし、チップや原木を見て、調達区分を判別することは困難。

木材の由来は伐採段階の事業者しか確認することができない。

このため、伐採事業者（素材生産者）は「原木の調達区分」と「適切な分別管理」を証明する必要。

チップ加工事業者など、伐採工程よりも後の工程の事業者は、

原料とした木材は全て「該当する区分として証明されたもの」であり、 「適切な分別管理」がなさ

れたことを証明する必要。

この材は全て「間伐材等由来」の木材で、
他の調達区分は混ざっていないよ！

このチップは全て「間伐材等由来」として
証明された原木を加工したチップで、
他の調達区分のチップは混ざっていないよ！

4．木質バイオマス発電利用の留意点

由来証明と分別管理
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下図が由来証明の全体の流れ。

素材生産段階では木材の由来が適切であることを示す書類（確認書類）も必要。

「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」（林野庁）

4．木質バイオマス発電利用の留意点

証明書類の発行方式



事業者認定
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信頼性を担保するため、証明書を発行できるのは「一定の要件を満たした業界団体（以降、認定
団体）により認定された事業体」（以降、認定事業者）に限定。

（例外的に伐採届等を必要としない木材等の発生段階の証明では認定は不要）

認定を受ける必要がある

4．木質バイオマス発電利用の留意点

「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」（林野庁）
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「ガイドライン」における河川内樹木、ダム流木の扱い

4．木質バイオマス発電利用の留意点

「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」

3-（2）-①-イ-(イ) 伐採届等を必要としない木材等

屋敷林など法令による伐採に係る手続が不要の立木、果樹等
の剪定枝、ダム流木等については、伐採を行う者又はそれらの
所有者自らが由来の証明書（所有者名、住所、樹種、数量、建設
資材廃棄物が混入していないこと、法規制が無く適切に伐採し
た場合はその旨等を記述）を作成し、これら木質バイオマスの販
売先に交付することとする。

✓ 所有者（管理者）が証明書を発行する場合には認定は不要。

・ 河川維持管理工事の一環で出材した木質バイオマスを

提供する場合には、河川事務所等が提供先に証明書を

発行。

・ 公募伐採の場合には、伐採を行う者が次工程の事業者に

     証明書を発行する必要。伐採を行う者が他の価格区分の

     木材を取り扱うなど、分別管理が必要な場合は認定を受

     ける必要。

✓ チップ加工事業者以降は全ての取扱者において認定が必要。
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FIT/FIP制度は事業計画の認定を受ける必要がある

⇒事業計画外の燃料は使用することはできない

例えば…

間伐材等由来の木質バイオマスだけを利用する計画で認定を受けた発電所は

一般木質バイオマスとなる河川内樹木、ダム流木を利用することはできない。

新たな燃料調達に当たっては事業計画の変更が必要となる。

「河川内樹木及びダム流木のバイオマス利用の手引」P9 ３ (2) ②

発電利用における留意点（事業計画）
4．木質バイオマス発電利用の留意点

✓ 既存産業との競合を防ぐため、燃料調達計画も含めて審査、認定される。

✓ 燃料調達計画には利用する燃料の価格区分、燃料の種類等も含まれる。

※202２年度以降の新規認定事業者は、ライフサイクルGHGの公表が義務化されており、
事業計画を変更した場合も新規認定事業者と同様の扱いとなることに留意。
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発電利用におけるライフサイクルGHGについて
4．木質バイオマス発電利用の留意点

※2021年度までの認定案件：任意公表（2024年6月末を目途）
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発電利用におけるライフサイクルGHGの確認
4．木質バイオマス発電利用の留意点
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資料：資源エネルギー庁「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」令和3年10月

図 エネルギー需要の見通し

・脱炭素化に向け、再生可能エネルギーの一層の
導入が必要。

・エネルギー需要の過半は熱利用であり、
熱利用での再生可能エネルギー導入は必須。
（電力への再生可能エネルギー導入だけでは限界）

・木質バイオマスは、熱利用での利用効率が化石
燃料と遜色がなく、発電に比べ有効。

・木質バイオマスは、燃料を消費することから、
地域での燃料供給により地域に金が落ちる仕組み
を構築可能。（地域内エコシステム）

・河川内樹木にあっても、地域内での利用により、
輸送に伴って排出されるCO2量を最小限にする
効果。

※ただし、熱利用の場合は、木質チップの乾燥が必要

エネルギー需要の見通しと熱利用のシェア
５．木質バイオマス熱利用への対応
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木材バイオマスエネルギーの利用区分

 利用方法は、発電、熱利用、熱電併給等。

 利用方法別の利用効率で比較した場合、現状では、発電利用では、25％程度で
ある一方、熱電併給や熱利用は、40～85％程度まで向上。

５．木質バイオマス熱利用への対応
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バイオマスの用途別利用割合

・木質バイオマスの利用用途は発電用が大部分。

・木質バイオマス熱利用の場合は、発電と異なり由来証明は不要。
・一方、木質チップの乾燥など燃料材に対する品質要求度が高い。

５．木質バイオマス熱利用への対応

資料：総合エネルギー統計2020年版

図 バイオマスの用途別利用割合
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木材チップと灯油との価格比較

・灯油価格は国際情勢の変化や円安の進行により大幅に上昇。
・木質チップ価格も緩やかに上昇傾向にあるものの、灯油価格との格差は拡大。
・熱量１ｋＷｈ当たりの木質チップ価格は灯油の4割の水準。

５．木質バイオマス熱利用への対応
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図 灯油価格と針葉樹チップ価格の推移及び熱量１kWh当たり価格

灯油価格（１ℓ） 針葉樹チップ価格（1kg）

20022年 20023年
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資料：資源エネルギー庁「石油製品小売市況調査」、農林水産省「木材需給報告書」

注：針葉樹チップ価格は、絶乾重量当たりの価格である。

20021年 20024年
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５．木質バイオマス熱利用への対応

輸入チップ価格と発電用木質チップ価格の推移
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発電用木質燃料材価格と熱利用燃料価格

（間伐材由来）
針葉樹チップ価格

※22,929円/ｔ （絶乾重量）

10,423円/㎥ （丸太換算）

3,474円/㎥ （かさ換算）

1/2.2

1/3

チップ用針葉樹丸太価格

7,600円/㎥
（木材需給報告書値）

チップ加工、運搬費

差額 2,823円/㎥ ２７％
（2,823円/10,423円）

（一般木質由来）
針葉樹チップ価格

※12,161 円/ｔ （絶乾重量）

5,528円/㎥ （丸太換算）

1,843円/㎥ （かさ換算）

1/2.2

1/3

チップ用針葉樹丸太価格

４，０３５円/㎥
（推定値）

チップ加工、運搬費

差額 １，４９３円/㎥ ２７％

（参考）木質バイオマス熱利用チップ価格（東北地方の事例）：3,000円/㎥（かさ）（9,000円/㎥（丸太換算））
チップ加工前の丸太価格はチップ加工、運搬費（２７％）を差し引いた6,570円程度。（一般木質由来よりも有利）

・発電用木質チップ価格は、FIT制度の下で頭打ちにならざるを得ない状況。
・近傍に木質バイオマス発電所が立地していない地域においても、熱利用のため
の木質バイオマス需要がある場合、河川内樹木、ダム流木の利用は有望。

５．木質バイオマス熱利用への対応
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おきたま林業
（株）

認可地縁団体白鷹町鮎貝自彊会

直営林1,700ha（人工林700ha、天然林1,000ha）

経営委託契約
・森林経営計画の樹立
・森林施業の実施
・生産材の販売（A,B,C材）

木質バイオマス発電所

物林（株）

おきたまチップセンター 丸ト建設木材乾燥センター

A,B材

C材（燃料材）
（間伐材由来）

C材（燃料材）
（間伐材由来）

18,000kw FIT（32円/kwh）
山林購入・経営

C材（燃料材）
（一般木質）
（河川内樹木）

地域内熱利用ボイラーに燃料材供給

A材
（丸ト建設での必要量）

丸ト建設製材工場

製材品販売

出資者
那須建設、丸ト建設、物林

那須建設（株）

苗木生産・販売

中山地区森林ほか

立木売買

製材工場・合板工場

A,B材

A,B材

旧鮎貝村財産

2,700ha

令和４年４月設立

河川内樹木

山形県置賜地域における木質チップ供給システムの例
５．木質バイオマス熱利用への対応

・山形県置賜地域では、木質チップ価格に応じた納入先を確保することにより、
効率的な供給システムを構築。河川内樹木の利用にも積極的。
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実践サポート
プラットフォーム

木質バイオマス熱利用支援サイト
「WOOD BIO」



ご清聴

ありがとうございました
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おしまい
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